
 

 

政策目的随意契約の実施について（随意契約後公表） 

 

 富山県会計規則第100条第２項第３号の規定により次のとおり公表する。 

 

  令和８年４月10日 

 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

 

 

１ 随意契約の名称 

  ・令和８年度富山県障害者相談センター清掃業務委託 

   

 

２ 随意契約をした所属の名称及び所在地 

  住 所：富山市新総曲輪１－７ 

  所 属：富山県厚生部障害福祉課 管理係 

 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

 

  令和８年４月１日 

 

４ 随意契約の相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称 

 

  住 所：富山市下飯野36番地 

  名 称：社会福祉法人富山県社会福祉総合センター 

 

５ 随意契約に係る契約金額 

 

  金142,490円（消費税及び地方消費税を含む） 

  

６ 随意契約の理由 

 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の２第１項第３号に該当するため 


